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　（5）事業規模

自動車・医療機器・ロボット他諸機械の部品加工、

　（4）事業活動の内容

１．事業活動の概要

　（1）事業所名及び代表者

会社名：株式会社セイワ

代表者：下谷　七郎　（取締役会長）・加藤　正和（代表取締役社長）

　（2）所在地

　

③実施体制　別紙　１　末尾に添付

愛知県西尾市長縄町井ノ元１０－１　　　　

売上： 7億8千万円（2022年10月度）

　　　 　　　眼鏡レンズ外周加工機の組立

従業員：68名（2023年1月度）

　（3）環境管理責任者及び連絡先

環境管理責任者：杉浦　裕道　　　　　　　　　　　連絡先：同上

事務局：宮口　昌之　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：同上

②活動　：自動車・医療機器・ロボット他諸機械の部品加工、

資本金：2,500万円

電話：(0563)56-2647　FAX:(0563)57-4473

敷地面積：5,000㎡

　（６）対象範囲

①組織・従業員：全社員、全活動、全従業員を対象とする。

眼鏡レンズ外周加工機の組立

-1-



 

　

環境管理責任者

　⑤環境経営レポートを確認する。

 

　②自部門に関する環境活動計画に作成及び実行を行う。

　①環境方針の理解と環境への取組みへの重要性を自覚し、環境目標の達成のため、

　②環境活動実施の確認・評価を行う。ISO・エコ委員会

事務局

社員

　①環境経営システムの構築・実施・管理をする。

　⑤環境経営レポートの作成・公開をする。

   積極的・自発的に環境活動に参加・協力する。

　①環境活動計画の審議をする。

　④環境活動関連資料の整理をする。

　⑦会長は、活動に全般に関し指導・助言をする。

　②環境関連法規の取りまとめ表の承認をする。

　③環境活動の実施集計をする。

　③環境目標の環境活動計画を確認する。

　④環境活動の取組結果を代表者に報告する。

　①環境管理責任者を補佐する。

　②環境目標・環境活動計画の取りまとめをする。

④役割責任

区　分

代表者
社長

　⑤代表者による全体の評価と見直しの実施する。

　⑥環境経営レポートの承認する。

役　割　責　任

　①環境経営に関する統括責任を負う。

　②環境管理責任者を任命する。

　④環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知を行う。

　③環境目標と環境活動計画の承認する。

-２-



　　　≪環境宣言≫

　　　　環境破壊に起因する行為を最小限に留めるように努力し、資源の有効活用を促す為、

　

　　　≪環境方針≫

　　　　「私達は資源の無駄を無くし継続的改善を行い、自然に優しい環境経営を目指します。」

　

　　　　1、地球温暖化抑制（ＣＯ2削減）

　　　　2、廃棄物の有効活用

　　　 　　社内より排出される物質の減量化と分別、リサイクル化を推進します。

　

　　　　3、地域社会と環境との共生

  　　　　 環境に関連する法規制を遵守して地域環境保全に努め、環境状況を公開します。

　　    4、製品に使用される部品・材料調達において環境に配慮されたものを調達します。

　　　　5、この方針は、全社員に周知し、社外へも公表します。

 

　

　　　　２．環境経営方針　

　　　　　  製造工程に使用する電力、油類、水等の有効利用による削減に取り組みます。

　　　 「セイワは高度な技術集団、精密切削加工のエキスパートとして地球温暖化、

 　　　 職場環境の向上の為に以下の環境方針を基に活動する事をここに宣言します。」    

2016年4月1日

2021年2月28日(改訂）

株式会社セイワ
代表取締役

加藤 正和
-３-



　

＜数値実績目標＞ 39期の目標値をベースにして以下の通り設定した。

 40期（据置）、41期、42期（いづれも前年比-2％）

　

　

注1   排出係数　0.426㎏-CO2/kwh 中部電力、2019年度、調整後排出係数 　

注2   当社においては、化学物質（PRTR対象）は使用しておりません。

 

     今回のＣＯ２の値は、切削油CO2の量（排出係数不明のため）を除いた数値を目標としています。  

項目 単位 第40期目標 第41期目標

社長

第42期目標　

管理責任者 担当者

発　　行 承　　認 検　　討 作　　成

　　３．環 境 目 標 事務局

（１）廃油(含水）の排出量 ℓ 37,000 36,000 35,600

（２）化石燃料（ガソリン・軽油）の使用量 ℓ 7,200 7,100 7,000

　4　廃棄物の削減   注2

3

㎏-CO2 324,400    317,900    311,500    

（1）電力使用量　注1 kＷh 690,000    676,000    662,000    

　1　地球温暖化抑制（CO2削減） 　

　

2

（２）ゴミの排出量
  　※段ボール等包装資材はリサイクル対象とする

ℓ 8,400 8,200 8,000

kg 1,820 1,790 1,780

水の使用量 ㎥ 980 960 940

切削油等の使用量 

　 　 　

　

（1）法遵守
違反

（2）環境保全　 汚染発生 なし なし

なしなし

　

　

　

　

　

グリーン購入については活動としては限界のため目標を一律にして維持する活動を行う。

回数 年2回以上 年2回以上

（3）情報公開
     (環境レポート作成・公開及び
　　　　　　　　ホームページのリニューアル)

公開
必要に応じて

公開する
必要に応じて情報公開する　

　６　環境にやさしい活動の推進と社外、地域への発信  

（1）グリーン購入　　 件数 90/100件 95/100件

（2）地域への貢献活動
     (工場周辺清掃活動)

　5　地域社会と環境との共生

-４-

宮口杉浦加藤



4.環境活動年間計画

№

地球温暖化抑制（ＣＯ２の削減）

 (1)電力使用量の削減

・エコカー（水素自動車）の活用。

2  切削油等使用量の削減

3 水の使用量

廃棄物の削減

 (１)廃油（含水）の排出量

・法遵守状況の確認をする。

　(2)環境保全 ・汚染発生の確認をする。

6 環境に優しい活動の推進と社外、地域

　への発信

 (1)グリーン購入

 (2)地域への貢献活動を行う

　　(工場周辺清掃活動)

 (3)情報公開

    (環境レポートの作成・公開及び ・社外の展示会等に出て、PRする。

　　ホームページのリニューアル)

※環境活動内容については、社員及びすべての人員は、規定を遵守すると共に、各課にて重点取組項目を設定し、

　　1～4の項目の目標を達成できるよう進める。

※各課環境活動の進捗状況については、エコアクション21打合せにおいて各課「エコアクション21活動実施報告書」

   を作成し、委員が報告する。

項目 主な活動内容

1

・エアコンの適切な運用の実施。（使用ルールの順守、温度設定管理）

・省電力活動の推進。（設備の適切稼働、休憩時間での消灯など。)

・エレベーターの効率的運用を進める。（荷物を運ぶ場合のみ使用のこと）

・照明装置のLED化を進める。(必要に応じ）

・作業改善の推進、人員の部門間応援により全体の作業時間の削減を図る。

 (2)化石燃料(ガソリン・軽油)の
　  使用量の削減

・社有車について、配送ルートや荷物の積載などの効率化により有効活用をする。

・アイドリングストップの実施する。（車の駐停車時は、エンジンを止めること）

・切削油の適切な使用（耐腐敗）と濃度管理により、使用量の低減に努める。

・節水を呼びかけ無駄な使用をなくす。　・水道、給水タンクの漏れの定期点検。

4

　

・切削油等の耐腐敗性向上、清掃等の汚水の削減により、全体の排出量を抑制する。

 (2)ゴミの排出量
・燃えるゴミの排出量を抑制する。（紙・生ゴミ・包装材等生活ゴミ）

・変更が必要となった場合に見直しをする。

　

　

5

地域社会と環境との共生

　(1)法順守

・文具はグリーン対象品か確認する。　

・環境美化活動を年に2回以上実施する。

・毎月「環境取組み一覧表」を呼称する。

-５-



＜数値実績目標＞  

　

 

注１削減の場合：［１-（実績値-目標値）/目標値］×１００　　増加の場合：［１＋（実績値-目標値）/目標値］×１００

注２ 達成率に対する評価の基準 　○100％以上　　△90％以上100％未満　　×90％未満

     今回のＣＯ２の値は、切削油のCO2の量（排出係数不明のため）を除いた数値を計上しています。  

○

230

960847 74

○

×

　６　環境にやさしい活動の推進と社外、地域への発信

（1）グリーン購入　　　　　　　：件数

▲ 6,000

○

○

　　５　地域社会と環境との共生

（１）法遵守 違反

　９０/100件

必要に応じて
更新

1回更新

△

年2回以上 年2回 　

（3）情報公開　　　　　　　　　：更新回数
     (環境レポート作成・公開及び
          ホームページのリニューアル)

（１）廃油（含水）の排出量　　　：ℓ

　1回 　

（2）地域への貢献活動
     (工場周辺清掃活動)　　:回数 2回

　９０/100件 95/100件 　

なし なし なし ○

（２）環境保全 発生 なし なし なし

（２）ゴミの排出量　　　　　　　　　：ｋｇ
1,7902,260

36,00032,200

▲ 593

30,000

2,020

〇

〇

▲ 1,600

　４　廃棄物の削減

6,600

1,034

2

3 水の使用量                   　　　　:㎥

切削油等使用量　　　　　　　　　:ℓ 8,2008,800

（1）電力使用量            　　　   :ｋWh 676,000     672,047 ▲ 26,184

　1　地球温暖化抑制（CO2削減）  　:kg-CO2 317,900     

（2）化石燃料（ガソリン・軽油）の使用量:ℓ

〇

6,5077,1006,765

〇

〇

649,816

項目　　　　　　　　:単位 第41期目標第40期実績 差額
実績-目標

評価第41期実績

292,554302,084 ▲ 25,346

　

　　５.環境目標の実績 (第41期） 　　

　 　 　

　 　 　

-６-



　

     6.環境活動計画の取組結果と
        その評価、次年度の取組内容

　

　 　 　 　

【次年度の取組】
 ・電気使用量の:削減活動を継続する。（温度管理・デマンド管理・作業改善活動等）
 ・コンプレッサーのタイマー設置。（必要時間での稼働/深夜稼働の削減）
 ・デマンドの設定目標の見直し。
 ・エアー漏れ対策の実施。
 ・その他、新たな削減方法を検討していく。

（2）化石燃料（ガソリン・軽油）の
     使用量

【結果及び評価】
 ・配送ルートや荷物の積載の効率化を図り、今期目標よりも使用量が減った。
 ・前年比で水素自動車（エコカー）の使用回数を増やした。　車両を入替し、運用の効率化を図る。

３
水
の
削
減

水の使用量

【結果及び評価】
 ・前年度より使用量増。
 ・水の使用量については切削油に使用、清掃、生活水準レベルのため、大幅な削減は難しい。

【次年度の取組】
 ・節水に努め、無駄な使用を避けるよう啓蒙活動を行っていく。

項　目 結果及び評価と次年度の取組み

１
地
球
温
暖
化
抑
制
（
Ｃ
Ｏ
２
削
減

）

（1）電力使用量

【結果及び評価】
 ・半導体不足により、組立課の生産台数が減った。（定時間/雇用調整使用）、及び一部加工ライン返却（12月）
　 により全体的な電気使用時間が減少。
 ・エアコンの温度管理の徹底、デマンド設定の見直し・エアー漏れ対策等を実施。
 ・評価として、各部門による削減活動の実施、及び全体的な生産時間の減少により、電気使用量の削減ができ
た。

【次年度の取組】
 ・引き続き、配送ルートや荷物の積載の効率化の推進。　・アイドリングストップの実施。

２
切
削
油
の
削
減

切削油等使用量

【結果及び評価】
 ・機械加工課 =月2回「切削油濃度管理」（測定）を行い、作業者の意識向上と適切な使用に努めた。

 ・結果として、今期目標に対し使用量を削減することが出来た。（原料費の関係で価格は20％増）

【次年度の取組】
 ・引き続き、定期的な切削油の濃度管理により削減に努める。

４
廃
棄
物
の
削
減

（１）廃油（含水）の排出量

【結果及び評価】
 ・今期前半（12月）は一部加工ライン返却に伴い、切削油処分により排出量が多くなったが、
　 最終的に今期目標どうりの排出量で収まった。
  
【次年度の取組】
 ・切削油の正しい使用、管理、及び高寿命化を図り交換頻度の低減に努める。（排出量削減）

（2）ゴミの排出量

【結果及び評価】
 ・今期前半（12月）は一部加工ライン返却もあり、ゴミ処分が増えた。（通常の廃却ゴミも年々増加傾向）

 ・部門活動で、コピーの裏紙利用、古新聞のリサイクル化をに努めた。

【次年度の取組】
  ・家庭ごみの持込み禁止の徹底、特に梱包用の古新聞のリサイクル化を進める。（業者引取り）
  ・必要により、協力会社に製品納入時の過剰な梱包の削減を依頼していく。

５
地
域
社
会
と
環
境
と
の
共
生

（１）法遵守

【結果及び評価】
 ・環境関連法規の遵守に努めた。（違反等無し）

【次年度の取組】
 ・環境関連法規の遵守するよう努める。

（２）環境保全

【結果及び評価】
 ・川への切削油等の油流出、及び騒音等などの汚染発生なし。

【次年度の取組】
 ・河川汚染、騒音等の発生（苦情）0件。

６
環
境
に
や
さ
し
い
活
動
の
推
進
と
社
外

、
地
域

へ
の
発
信

（1）グリーン購入

【結果及び評価】
 ・対象の事務用品のほぼすべてがエコ商品（グリーン）を購入。　結果90％以上は達成。

【次年度の取組】
 ・引き続き、90％以上を目標とする。

（2）地域への貢献活動
     (工場周辺清掃活動)

【結果及び評価】
 ・環境美化活動の実施（工場周辺の清掃活動・草刈り/年2回）

【次年度の取組】
・環境美化活動（年2回）の維持、及び他に地域への貢献活動できるものがないか検討継続。

（3）情報公開
     (環境レポート作成・公開及び
     ホームページのリニューアル)

【結果及び評価】
・環境レポートの更新を行った。　お知らせの更新（新型機械の導入・愛知県推進SDGsの登録企業に認証された）

【次年度の取組】
・ホームページのリニューアルを実施する。

- ７ -



浄化槽法 ・浄化槽によるし尿処理等(第三条)  し尿、生活雑排水 浄化槽による処理・点検の実施と結果の保存 総務 　 ・保守点点検結果票を確認した。

・設置後等の水質検査(第七条) 開始3～5ヶ月後に実施(浄化槽法施行規則第4条) 外観・水質・書類検査 浄化槽の管理 業者 ・清掃・点検票を確認した。

・清掃(第九条) 毎年１回の清掃(浄化槽法施行規則第三条) 汚泥の引き出し等 指定検査機関に委託

・浄化槽管理者の義務(第十条) 保守点検・清掃等の実施 保守点検業者・清掃業者に委託及び記録の保管

　 ・定期検査(第十一条) 毎年1回の検査(浄化槽施行規則第九条) 外観・水質・書類検査 指定検査機関に委託 ・法定検査結果を確認。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・定義（第二条） 廃棄物処理法 廃棄物 契約書 総務 市役所 ・契約書の保管管理されていることを確認した。

・一般廃棄物の処理委託(第六条の二　六項) 市町村の処理等 許可の有効期限の確認 業者 ・産廃業者の許可有効期限を確認した。

・産業廃棄物管理票（第十二条の三） マニフェスト管理 A票の保管 A票の保管の確認をする 　 　 ・マニフェストA票が5年間保管されているのを確認した。

B２票・D票は９０日以内返却 B2票・D票は90日以内返却確認をする ・マニフェスト９０日以内返却を確認した。

E票は180日以内返却 E票は180日以内返却確認する ・マニフェスト１８０日以内返却を確認した。

・産業廃棄物管理票（第十二条の三　六項） 報告書の提出 報告書(様式3号)産業会議物管理票交付等状況報告書 愛知県 ・県に様式３号が提出されていることを確認した。

　6月末までに報告

廃棄物の適正な処理の促進に ・事業者の責務（第四条） 産業廃棄物保管施設 廃棄物 　 　 　

関する条例 ・県民の責務（第五条） 廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類） ・年１回　現地確認する。(３社） 総務 業者 ・現地調査して、適正に処理されていることを

・処理を委託する場合における確認等（第七条） 産業廃棄物に関する処理等は 確認した。(チェック項目参照）

許可業務に委託

騒音規制法 ・規制基準の遵守義務（第五条） 愛知県の騒音・振動公害防止の手引き 騒音 夜間　60～65　ｄB 騒音の基準値内 総務 市役所 ・周辺環境に変化ない事を確認した。

工場・事業所編による 空気圧縮機　37KW朝・夕　60～70 　 住民

夜間　55～65　 特定施設設置届

振動規制法 ・規制基準の遵守義務（第五条） 愛知県の騒音・振動公害防止の手引き 振動 振動の基準値内 総務 市役所 ・周辺環境に変化ない事を確認した。

工場・事業所編による にて運転 住民

準工業地帯　60ｄ以下・夜間50ｄ以下

特定家庭用機器再商品化法 ・事業者及び消費者の責務（第六条） 特定家庭用廃棄物排出 廃棄物 廃棄時処理 総務 業者 ・対象機器が有るか無いか確認した。

（家電リサイクル法） 特定家庭用廃棄物に関する テレビなど ・適切に処理されていることを確認した。

処理等は許可業者に委託 家電製品他 　廃棄証明書があるものは確認すること。

　

消防法 少量危険物の貯蔵及び取扱い 総務 西尾市 ・保管状況を定期的に確認した。

　 （第三十四条） 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い 倉庫 火気厳禁、整理整頓等 消防 ・保管量の遵守されていることを確認した。

（第三十五条の二） 少量危険物のすべてに共通する基準 　 　 予防課 ・破損・漏れがないか確認した。

県条例 ・定義(第二条) 大気の汚染・水質汚濁・土壌汚染 ・工場施設全般 遵守 総務 愛知県 ・工場内外を定期的に巡回し、

「県民の生活環境の保全に関する条例 騒音、振動、地盤沈下及び悪臭 西尾市 　異常がないか確認した。

およびこれに関する施行規則」

「アイドリングストップの義務」 第77条 ・全域 ・県条例にて、500㎡以上の駐車場管理者は、 ・駐停車時には、エンジンを切ることを指導した。

　看板等によりアイドリングストップを周知させる。

フロン排出抑制法 ・定義 フロンの多量漏洩を防ぐ ・設置設備点検（簡易点検/定期点検の実施と記録） 点検・監視 総務 ・対象物の確認し、チェックした。

フロンの回収・運搬・破壊の費用支払い ・フロン類回収業者に引き渡す（回収依頼書又は 回収依頼書又は委託確認書の写し ・定期的に監視し、点検結果を確認した。

　委託確認書の交付（写しの三年間保管） ・関連書類（証明書）を確認した。

フロン取扱業者に渡す ・引取り証明書の保管（3年間） 引取り証明書の写し ・引き渡し書類を確認した。

自動車リサイクル法 ・定義 遵守 ・購入・廃車時の確認 確認 総務 ・リサイクル料を払っているか確認した。

環境負荷物質（RoHS） ・定義 対象物質の確認 ・対象物質の含有を確認 確認・仕入先 総務 ・負荷物質が含有されていないか確認した。

水質汚濁防止法 ・定義 対象物質の確認 ・川・側溝の排出の有無確認 黙示 総務 ・定期的に周辺への排出の有無を確認した。

水銀使用品に関する施行令 ・定義 対象物質の確認 ・水銀が使用されているものがないか確認する ・蛍光灯 総務 ・破損しないように保管管理する。

・マニフェストにチェックを入れる。

○

・ディーゼル車に関する法規制については、当社は現在デイーゼル車を所有しておらず対象外。
・消防法の危険物の取扱いに関する法規制については、当社はガソリン１斗缶以上、灯油２００ℓ以上保有しておらず対象外。
・環境省『新着情報メールサービス』に登録しており更新の度に確認している。
・総務省『法令データ提供システム』を利用し、法改正を確認している。
・愛知県のホームページをお気に入りに登録し、情報の収集をしている。
・西尾市のホームページをお気に入りに登録し、情報の収集をしている。
 ※環境関連法規・近隣市住民からの指摘、苦情は、現在ありません。また、関連当局からの違反等の指摘は、過去3年間ありません。今後も継続していきます。

※定期的に見直す。毎年11月。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

　

○

○ ○

規制名称（法規制登録） 規制概要

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

社内

基準など 対象施設物質 順守活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反・訴訟等の有無

問合せ窓口

順守評価

実施日：　　　2022年　　　11月　　　　1日

承　認 審　査 作　成

評価者

社外

規制区分

法
律

条
例

そ
の
他

-８-

宮口杉浦加藤



　

【環境関連法規等の遵守状況】

　・特に問題なし。

【問題点の是正処置及び予防処置の状況】

・電力量について前期見直し策定の「売上あたり」について

　近年との比較を行った。 　 　 　

・電力使用量削減に向けた今後の具体的取組み内容の充実。 　 　

（会社消費エネルギーの90％以上が電力により） 　 　

 　 　

 　 　

番 　

1 環境方針の策定 　 有 無

2 環境目標の策定 　 有 無

3 環境活動計画の策定 　 有 無

4 実施体制の構築 　 　 有 無

　できている訳ではないため、目標の設定方法について再度検討を行うこと。

　

 　進めていってほしい。

 

【環境レポート】

・昨年同様、年度終了時に結果をまとめ、反省を踏まえたうえで次年度の計画を立案できるよう

　スケジュール管理を行っていくこと。

・目標に対して、多くの項目で【達成】となっているが、昨年実績と比較すると必ずしも削減

　今後カーボンニュートラルに向けて、まずは省エネに対する取り組みをエコ推進委員が中心になって

代表者 環境管理責任者

8.代表者による全体の評価と見直し・指示

対象：　　　　　2021年　11月～　　　2022年　10月　　　　／　　　第　41　期

見直しに必要な情報

管
理
責
任
者
の
報
告
及
び
改
善
へ
の
提
案

取り組み状況の評価結果

代表者による見直し

変更の必要性の有無

項　目 変更

指示事項

【実施体制】

・40期に対して41期は売上低迷したにも関わらず、各項目の削減幅は少なかったと感じる。

- ９ -

杉浦

加

2023/03/07

藤



 　
　

　

　 　

　

ISO/エコ委員会

管理責任者

総務係

環境経営システムの構築・実施・管理をする。

環境管理責任者を補佐する・実施集計及び報告をする。

別紙１:  株式会社セイワ組織図

製造部 統括部

営業課

付図2

　

機械加工課 生産技術課 機械加工課 組立課 品証課

社長

文書番号 版数 SK-Z-001 21
管　理　者
ペ　ー　ジ

品質マニュアル

エコアクション２１組織図

眼鏡機器の組立 出荷検査・部品受入検査、
及び顧客との品質関連業務

営業・生産管理・購買業
務

試作受注製品、及び
少量量産品/FA製品の
製造

機械加工部品(自動車用・FA用・産業機械用)の製造、
及び眼鏡機器の組立の統括と品質・コスト・納期の管理。

会長

経理

ＩＳＯ・環境管理責任者

委員会組織　・　事務局

製造部長

人事・経理の統括。出荷検査・営業・生産管理、及び購買業務の統括。

業務支援・庶務一般

委員会組織 活 動 内 容 構成人員

総務課

製造に関する準備・改善
業務

ライン製品・量産部品の
製造

  ISO9001要求事項に従い、生産や品質活動の社内標準化を図り、維持と改善を推進する。 委員長　： 職制より任命（内部監査員認定者）

推進委員： 各課より1名程度選出　《環境活動》EA21
　環境経営システムの構築・実施・管理をする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議開催/毎月
　環境関連法規の取りまとめ表の承認をする。
　環境目標の環境活動計画を確認する。
　

事務局： 総務係（審査機関など外部連絡・補佐等）

　安全衛生委員会

委員長　： 安全衛生管理者(有資格）
　労働災害防止を目的に、従業員の危険又は健康障害などの環境整備改善の取り組みを行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議開催/毎月 推進委員： 各課より1名程度選出

事務局： 総務係（外部機関との連絡等）



 別紙２　環境美化活動実施の報告　(年2回）

　 　

 
　

　

　
　

　 対象期間（2021年11月～2022年10月）　第41期

 

㈱セイワ、エコアクション21の取り組みとして、環境目標にあげた「環境活動の推進と社外、
地域への発信」の活動として環境美化活動を実施いたしました。

工場周辺の環境美化活動を行いました。

参加の皆様へ

雑草等除去でき、清掃されました。見通しも良くなり、安全上も改善されました。

時期的に、暑さ寒さ・天候等変化しましたが、ご協力ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

作業の様子

作業の様子



 別紙3　工場南側遮光フィルム貼付け

添付1 フィルム貼付け後　外窓 添付２ 貼付け場所　南側

添付３ 工場内　天窓 添付４ 工場南側　天窓

施行日：2021年7月　専門業者による貼付作業　施工期間：3日間　　　　　　　　　　添付写真1～4

【目的】
・工場南側の窓・天窓に遮光フィルムを貼ることで、社内エアコンの効率アップをはかり、電力量の消費を抑える。
・フィルムを貼ることで、西日のまぶしさを低減し、かつ直射日光もおさえ、体力消耗の低減につなげたい。
【効果】
・作業員の聞き取りより、体感温度が若干改善されたとの意見あり。
・デマンド管理によると、警告もなく負荷が下がったとの意見あり。
【結果】
・電力消費も抑えられ、作業効率にも効果があった。

効果の検証 （第41期） コメント

【調査】

・作業者に、作業環境の聞き取り調査を実施。

体感的に、貼る前よりも、夏場の作業場の温度上昇が抑えられている感じる。

日差しによる西日によるまぶしさ低減や、体感温度も抑えられ作業がしやすくなった。

【影響評価】

・コロナ過の影響により負荷の変動があり、夏場は昨年よりも暑い日が多かったため、

量・金額や売上との対比評価は難しい。

【今後】

・効果を数値てきに把握できるかどうか検証していく。


